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　　　「勤務の要否等」欄には、当該勤務日が週休日である場合には〇を、若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第15号)第18条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした場合で超過勤務手当の支給対象となる場合には×を、同条例第19条に規定する休日等である場合には△を記入する。
